
平成２７年度地方税制改正（税負担軽減措置等）要望事項 

（ 新 設 ・ 拡 充 ・ 延 長 ・ その他 ） 

No １５ 府 省 庁 名  国土交通省      

対象税目 個人住民税  法人住民税  事業税  不動産取得税  固定資産税  事業所税  その他（       ） 

要望 

項目名 
特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除の延長 

 

要望内容 

（概要） 

 

 

 

 

・特例措置の対象（支援措置を必要とする制度の概要） 

 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合に係る譲渡所得を対象とする。 

 

・特例措置の内容 

上記譲渡所得から１，５００万円を控除する特例について、一団の宅地造成に関する事業及び土地区画整

理事業として行われる宅地造成事業に係るものについて、適用期限（平成２６年１２月３１日まで）を３年

間延長する。 

 

 

関係条文 

地方税法附則第３４条 

租税特別措置法租税特別措置法第３４条の２第１項、第２項第３号イ、ロ、第３項、第４項、 

第６５条の４第１項第３号イ、ロ、第２項～第５項、第６８条の７５ 

減収 

見込額 

［初年度］  ―   （ ▲３４ ）  ［平年度］  ―   （ ▲３４ ） 

［改正増減収額］  ―                           （単位：百万円） 

 

要望理由 

（１）政策目的 

・居住の安定確保と暮らしやすい居住環境・良質な住宅ストックの形成の促進 

・都市再生・地域再生の推進 

 

（２）施策の必要性 

職住近接や生活の利便性を重視した都心居住が進行するとともに、広い敷地や公園等を備えた優良な住環

境に対するニーズは根強い。こうしたニーズに対応して、良好な環境を備えた住宅・宅地整備を促進するこ

とが求められている。 

 しかし、このような公共施設等の基盤整備を伴う良好な環境を備えた住宅・宅地開発は事業期間が長く、

規模も大きいため、事業のコスト・リスク等が高くなっており、市場原理に任せただけでは十分に供給が進

まない。 

 特に、施行区域面積が５ha以上の大規模な場合などの一定の要件を満たす民間事業者による宅地造成事業

は、公的主体が行う事業と同様に公共性の高い優良な宅地造成事業であることから、公的主体が土地を取得

する場合と同様の税制上の特例措置を講じ、民間事業者等の用地取得を円滑化することにより、事業に要す

る期間の短期化等を通じて、事業のコストやリスクの軽減を図り、良好な環境を備えた住宅・宅地整備を促

進する必要がある。 

本要望に 

対応する 

縮減案 

 

― 
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合
理
性 

政策体系におけ

る政策目的の位

置付け 

【３号イ関係】 

政策目標１ 少子・高齢化等に対応した住生活の安定の確保及び向上の促進 

施策目標１ 居住の安定確保と暮らしやすい居住環境・良質な住宅ストックの形成を図る 

 

【３号ロ関係】 

政策目標７   都市再生・地域再生等の推進 

施策目標２５  都市再生・地域再生を推進する 

業績指標１２０ 都市再生誘発量 

政策の 

達成目標 

【３号イ関係】 

・最低居住面積水準未満率 

 ４．３％（平成２０年）→早期に解消 

・子育て世帯における誘導居住面積水準達成率 

全国  ：４０％（平成２０年）→５０％（平成２７年） 

大都市圏：３５％（平成２０年）→５０％（平成３２年） 

【３号ロ関係】 

・都市再生誘発量 

９，９１７ha（平成２５年度）→１４，７００ha（平成２８年度） 

 

税負担軽減措

置等の適用又

は延長期間 

 

３年間 

同上の期間中

の達成目標 

【３号イ関係】 

・最低居住面積水準未満率 

 ４．３％（平成２０年）→早期に解消 

・子育て世帯における誘導居住面積水準達成率 

全国  ：４０％（平成２０年）→５０％（平成２７年） 

大都市圏：３５％（平成２０年）→５０％（平成３２年） 

【３号ロ関係】 

・都市再生誘発量 

９，９１７ha（平成２５年度）→１６，２９４ha（平成２９年度）※暫定値 

政策目標の 

達成状況 

【３号イ関係】 

平成２０年度における最低居住面積水準未満率は４．３％、子育て世帯における誘導居住面

積水準達成率は全国で４０％（大都市圏で３５％）となっている。  

なお、建築統計年報（新たに着工される建築物等についての統計）によれば、３４㎡（２．

４人の世帯の最低居住水準）未満の住宅（分譲住宅）は３．７％（平成２４年度）となってお

り、居住水準の改善が進んでいると推測される。  

【３号ロ関係】 

平成２４年度末時点で９，４９７haとなっており、目標値の達成に向け順調に推移している。

本政策目標を達成するため、引き続き本特例の継続が必要である。 

有

効

性 

要望の措置の 

適用見込み 

【３号イ関係】 

年度当たり１件程度 

【３号ロ関係】 

（本特例の適用対象となる事業の見込み） 

平成２６年度１件（規模約６．０ha 権利者約３０人） 

平成２７年度４件（規模約７１．１ha 権利者約３７０人） 

平成２８年度１件（規模約６８．８ha 権利者約３５０人） 

 ページ １５―２ 



 

 

 

要望の措置の 

効果見込み 

（手段としての

有効性） 

 

優良な住宅地の供給を促進し、国民の居住水準の向上等を図るためには、土地所有者が優良

な住宅地を造成しようとする事業者等に土地を譲渡するインセンティブを与えるとともに、事

業者の仕入れコストを軽減することによって、最終購入価格を引き下げることが効果的である。

そのため、本特例の要件を満たす土地の譲渡について、税負担を軽減することが有効である。

 

相

当

性 

当該要望項目 

以外の税制上の

支援措置 

優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例措置（所得

税・法人税・個人住民税・法人住民税・事業税） 

 

 

  

予算上の措置等

の要求内容 

及び金額 

【３号ロ関係】 

社会資本整備総合交付金（平成27年度予算要求額 ２３，２９１億円の内数） 

 

上記の予算上

の措置等と 

要望項目との

関係 

【３号ロ関係】 

土地区画整理事業の事業費等に対する施行者への国庫補助と権利者への税制上の特例による

一体的な支援措置により、土地区画整理事業を促進する。 

要望の措置の 

妥当性 

【３号イ関係】 

本特例制度は、優良な宅地開発等の種地の供給者に直接的に軽減措置を講ずることによって、

その供給促進を図るものであることから、他の手段で代替することが困難なものであり、本措

置は的確かつ必要最低限の措置である。 

【３号ロ関係】 

土地所有者に優良な住宅地造成事業等のために土地を譲渡するインセンティブを与える等の

目的を有する措置として、本措置は的確かつ必要最小限の措置である。 
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税負担軽減措置等の 

適用実績 

【３号イ関係】平成２１年度 ３地区（個人７２件、法人１件） 

平成２２年度 ０地区 

平成２３年度 ０地区 

平成２４年度 ２地区（個人８８件、法人２件） 

平成２５年度 ０地区 

【３号ロ関係】 

平成２１年度 ２地区（個人３４件、法人０件） 

平成２２年度 ０地区 

平成２３年度 ０地区 

平成２４年度 ０地区 

平成２５年度 １地区（個人１９件、法人０件） 

 

 

 

 

 

 

「地方税における

税負担軽減措置等

の適用状況等に関

する報告書」に 

おける適用実績 

特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除 

【影響額】 

道府県民税：８，００５千円 

事業税：２７，６０６千円 

市町村民税：１９，６９３千円 

地方特別法人税：２５，００５千円 

合計：８０，３０９千円 

※３号イ、ロに係る減収額は、上記の内数。 

税負担軽減措置等の適

用による効果（手段と

しての有効性） 

【３号イ関係】 

本措置によって、良好な環境を備えた住宅地が約３４．７ha、８８７戸供給されており（平

成２４年度～２５年度の合計）、居住環境の改善等に相応の効果を上げている。 

【３号ロ関係】 

本措置によって、２３．４ha（平成２４年度～２５年度）の優良な住宅地を創出していると

ころであり、優良な住宅地の供給に対して相応の効果を上げている。 

前回要望時の 

達成目標 

【３号イ関係】 

・最低居住面積水準未満率 

 ４．３％（平成２０年）→早期に解消 

・子育て世帯における誘導居住面積水準達成率 

全国  ：４０％（平成２０年）→５０％（平成２７年） 

大都市圏：３５％（平成２０年）→５０％（平成３２年） 

【３号ロ関係】 

・都市再生誘発量 

９，９１７ha（平成２５年度）→１６，２９４ha（平成２９年度）※暫定値 

前回要望時からの 

達成度及び目標に 

達していない場合の理

由 

【３号イ関係】 

平成２０年度における最低居住面積水準未満率は４．３％、となっている。 なお、建築統計

年報（新たに着工される建築物等についての統計）によれば、３４㎡（２．４人の世帯の最低

居住水準）未満の住宅（分譲住宅）は３．５％（平成２４年度）となっており、目標に向けて

順調に推移している。 

【３号ロ関係】 

平成２４年度末時点で都市再生誘発量は９，４９７haであり、目標に向けて順調に推移してい

る。 

これまでの要望経緯 

平成 ６年 創設 

平成 ８年 拡充・延長 

平成１０年 延長 

平成１３年 延長 

平成１６年 延長 

平成１９年 延長 

平成２１年 延長 

平成２４年 縮減・延長 
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